
第１７号様式の(1)（第４９条関係） 

 

廃棄物処理手数料還付請求書 

年   月   日 

世田谷区長 あて 

（請求者）住 所 世田谷区世田谷４－２１－２７ 

氏 名 （有）世田谷商事 

代表取締役 世田谷 太郎  

電話番号 ０３－００００－００００ 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、 

名称及び代表者の氏名） 

 

世田谷区清掃・リサイクル条例第５４条第５項ただし書の規定により、廃棄物処理手数料の還付

を受けたいので、下記のとおり請求します。廃棄物処理手数料の還付金は、下記の口座に振り込ん

でください。 

記 

1 還付を受けようとする金額 

《例》７０㍑券が１枚、４５㍑券が５０枚の場合 

  １５,９８３  円  

【内訳】 

券 種 数 量 請求金額 

事業系７０㍑券( 5 枚/ｾｯﾄ) ＠483 円 ×   １ 枚 ４８３円 

事業系４５㍑券(10 枚/ｾｯﾄ) ＠310 円 ×   ５０枚 １５,５００円 

事業系２０㍑券(10 枚/ｾｯﾄ) ＠138 円 ×      枚 円 

事業系１０㍑券(10 枚/ｾｯﾄ) ＠69 円  ×      枚 円 

 請求金額合計 １５,９８３円 

 

2 還付を受けようとする理由 

平成２９年１０月１日の料金改定前の有料ごみ処理券を使用期間中に 

使用できなかったため。 

 

3 還付金の振込先口座 

金融機関名 

銀行・信用金庫 

信用組合・農協 

労働金庫・その他 
支店名 

         本店 

支店 

出張所 

金融機関コード ００００ 支店番号   ０００ 

預金種別 
普通 ・ 当座 

口座番号 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

フリガナ ユ）セタガヤシヨウジ 

口座名義人氏名 (有)世田谷商事 

 

記入した内容を訂正する場合は、二重線で訂正

してください。（修正液・修正テープは使用不可） 

 

法人の場合は代表者の肩書き・氏名を

記入してください。 

世田谷 世田谷 

←請求金額は訂正できません。 

訂正が必要な場合は再作成 

してください。 

金融機関番号・支店番号はわかる範囲で

記入にご協力ください。 


